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平成３１年３月定例会 ３月１１日 

〇議長（井上光三君） 

     以上で、通告７番 １０番青栁光仁君の一般質問を終わります。 

続いて、通告８番 ７番成田守君の一般質問を行います。 

７番 成田守君。 

〇７番議員（成田守君） 

     ８番成田守です。よろしくお願いします。今日は２つの案件について質問をいたします。ま

ず１つはですね峡南医療センターのいわゆる融資に関する問題についてと、そこに対する本町

の支援について質問をいたします。現在、町が峡南医療センターに支援しているいわゆる貸付

金、これの返済はいつ終わるのでしょうか。このことをまずお答えください。 

〇議長（井上光三君） 

     福祉保健課長 佐藤洋子さん。 

〇福祉保健課長（佐藤洋子さん） 

     ただ今のご質問にお答えいたします。現在、町では峡南医療センター企業団に対し、当年度

の運転資金として、短期貸付金を、資金不足比率を解消するための貸付を長期貸付金として支

援しております。短期貸付金につきましては、短期でありますので、当該年度内に回収が終わ

ります。長期貸付金につきましては、平成２７年度に貸し付けました１億５千万円は、平成

５７年３月３１日に、平成３０年度に貸し付けました１億２千５百万円は、平成６０年３月

３１日に回収が終了します。以上です。 

〇議長（井上光三君） 

     ７番 成田守君。 

〇７番議員（成田守君） 

     それではですね、昨年１２月に１億２，０００万の貸付金を行なった結果としてですね、今

後、これは返済が終わるまで、新たないわゆる貸付金の発生は無いというふうに理解してよろ

しいんでしょうか。これは町長に聞いたほうが早いと思う。 

〇議長（井上光三君） 

     町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

     峡南医療センターへの貸付金についてご質問にお答えをいたします。峡南医療センターにつ

きましては、平成２６年度に設立以来ですね、資金状況が好ましくないもんでありますから、

運転資金を貸し付けて参りました。現在も、昨年の決算でいきますと１１億１，０００万余の、

まだ累積赤字がありますんで、これらを返しながら、病院経営を続けていくには、やはり短期

の貸付金はまだ当面必要ではないかと考えております。一方、長期の貸付金にいたしましては、

資金不足比率の解消ということであります。平成２７年に１億５，０００万両町で貸付けを行

いました。この時も資金不足率が１０％超えてしまいましたんで、両町で貸付することによっ

て、病院の企業債の借り入れが可能となる、医療機器が整備できるということであります。

２９年度の末でもですね、資金不足率が１０%を超える状況になりましたんで、改めて１億２，

５００万ずつ長期貸付けをし、８．４%まで落したということでありますんで、それによって

医療機器の購入もできます。資金不足比率を解消するための長期貸付につきましては、決算を

うってみなければわからないと思いますけども、今現在でも峡南医療センターの累積赤字が
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１１億１，０００万余あるということでありますんで、これは短期に解消できる金額ではない

と思っておりますんで、明年度も本年度よりも低い貸付金でありますが、当初予算に計上さし

ていただいているところであります。なお、病院も年々好転をしてきまして、いずれは、１日

も早くですね、こういった貸付金がなくても、独自運営ができるように支援をしながら、また

サービスの向上。以上です。 

〇議長（井上光三君） 

     ７番 成田守君。 

〇７番議員（成田守君） 

     関連質問でですね、なぜこのような質問するかといいますと１２月の貸付のときにおいても

ですね、いわゆる詳細な資料があって貸し付けをしたわけでなくて、口頭でこれこれこれだけ

の理由でこれだけのものを貸し付けしてほしいというところでね、私のほうから、じゃあこれ

はいつ、どのような形で返済をするんだと言ったたら、口頭で５年据え置きの３０年払いって、

驚異的なご発言で、この貸し付けがおきる。なぜ議会に、これを求めたかっていますと、この

貸付金について議会もいわゆる町の管理者も一体となって返済する義務を負うんだという基本

的な考え方があるんだろうと思います。そうなってきますと３０年という、やはり期間をどの

ような形で保証できるんでしょうか。私はかつて金貸しをやってまあしたから、このような、

いわゆる貸し付けというものはやったこともありません。もしも、このような形で運転資金、

その他のものであればですね、やはり短い期間の中でね、その都度その都度検討をしながら計

画を立てて返済をしていくというやり方でなければ、この次にくる議員や町の職員達がこの責

任をずうっとおってかなきゃならない。いうことなもんですから１２月のときには、私はこの

こともひっくるめて議会で町と一緒になって、基本的なとっから変えようじゃないかという提

案を出そうと思いましたら、やはり議事日程にも採用されず、否決されました。町の金を使っ

てるんですよ。しかも、その借り入れの話に来てるのは担当課長ですよ。だから僕は一切、峡

南医療センターの問題については話してないんですけども。なぜかというと町長の発言の中で、

あれは別の団体であるという説明がありますので、この町としてこれをどうするっていう。 

〇議長（井上光三君） 

     質問の要旨を。 

〇７番議員（成田守君） 

町長、これってどのように考えますか。 

〇議長（井上光三君） 

     町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

     今回のですね１億２，５００万円の長期貸付については、５年据え置き３０年の返済という

ことで、説明はさしていただいていると思っております。そしてこの５年据え置き３０年の期

限をつくったかていますところ、これは期間は政府資金の期間を使っております。利息は県の

振興資金の考え方をとり入れながらやっておると思います。町でもいろんな借金をしておりま

すが、この借金が何年もんの借金か、利息はいくらか説明はしておりません。そん中でまあ利

息も少なく、有利な借金ということで説明しておりますが、ひとつずつ全部違いますんで、そ

れを言ってもどうかなと思います。これ今後言えということであれば、それも公債費の補正予

算と同じようにですね、ただあれも変動は常にありますんで、高いところを以内で借りるとい
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うふうにしております。実際今０．０１ぐらいの借り受け利率でやっておりますけども、振興

資金につきましても今県議会開かれておりますけれども、当初は１０年であります。市町村振

興資金はですね。今後、私どもが今回利用する振興資金を充当する建物は、これから相当長く

使うもんでありますんで、一時的な市町村振興資金でなく、国の制度にしてもそういった長期

的な視野に立ったものは、２５年、３０年というのがありますから、今回、県の今開かれてお

ります議会の中で市町村振興資金、特にリニアの関係の貸付金は、今までの１０年から２０年

の条例改正出ていると思いますけども。こういうものも含めてですね、病院の例えば、これを

短期、５年で貸し付けた場合、また同じ状態が起きるんですね。その辺も勘案しながら、やは

り長期的にみてやらなければ、これは返済も無理だし、資金不足比率も、短ければ資金不足比

率が解消できませんので、もっと多くのお金を出さなきゃならんということもあります。５年

据え置きの２５年返済にすることにより、両町が１億２，５００万ずつで、資金不足比率を１桁

に抑えるということが可能になったことから、そういった措置をとったわけでありますが。こ

れは平成２７年に貸し付けをした時も同様な措置であります。以上です。 

〇議長（井上光三君） 

     ７番 成田守君。 

〇７番議員（成田守君） 

     平成２７年の時の貸し付けの時もですね、付帯決議ついて確かこの議案を通したと思うんで

すけども、その後ですね、具体的にどのような解決策をとられてきたかってことについては。

あのいわゆる資料を見ても、なかなか発見できないというのが１つですね。あともう１つは、

今までの議論の中で、いわゆる町の財政が逼迫しているという中でですね、なぜ峡南医療セン

ターのこの貸付はこれだけ緩やかでというふうな疑問は誰でも持つと思うんです。今町長の話

でなるほど、こういうところはこうか、というような話はわかるんですけれども、我々の次の

世代にまでね、要はこの借金を残していくということについての考え方はどうしても私として

は取れない。そういうことであれば、何とか努力をして、この峡南医療センターを続けていく

ためにね、どうしたらいいかっていう抜本的な解決方法が必要なんじゃないでしょうか。いう

ことをお伺いしたいわけですよ。今、次々いろんな問題が出てくるんですけれどもね、その課

題を１つずつ解決していかないと、なかなかこの問題解決できないと思うんですけども。町長

いかがお考えですか。 

〇議長（井上光三君） 

     町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

     峡南医療センターはまさに、単体の峡南医療センター企業団でありますから、富士川町がど

うこうするということにって。ただそうは言いましても、設立をした責任もありますし、そし

てその責任から運転資金を化したり資金不足比率を解消できるように、市川三郷と頑張ってる

わけであります。町の財政も非常に厳しいわけでありますが、これは単年度を見てる訳じゃな

くて、長期にわたったシミュレーションの中で苦しいということでありますんで、峡南医療セ

ンターで今１億５，０００万。１億２，５００万の貸付をしたからって、町が今すぐ苦しくな

ることはありません。これは、地域医療を守るために医療センターしっかり運営していってい

ただかなきゃいけないということで、両町で支援をしてるとこでありますけども。これは私の

ほうが借金をしているんではなくて貸付をしてる方ですから医療センターはつぶれない限りは
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返ってくるもんなんですね。そこは医療センターをしっかり守っていこうという意味合いと同

時に、これからもですね医療センターをみんなで支えていかなきゃならんなと思っております。

今後も医療センターに対しては短期貸付はしていかなければいとならないとは考えております。

ただ額は年々小さくなっていっていただければありがたいなと思っております。短期貸付は預

託金みたいなもので年度内には返ってくるようになってます。こういった行為を、私は自転車

操業と言ってるわけでありますから、通常の経営が苦しくて、どっからもお金がなくて困って

る。そのためにどっからかお金を借りて運営している自転車操業とはちょっと違いますけども。

お金を借りてそしてまた返済をして、運転をしてというのを自転車操業と言ってるだけであり

ますんで。一般でいう、にっちもさっちもいかない自転車操業とはまた内容が違うと思います

が。いろんな意味でですね地域の医療を守るために、医療センターは当然、医療センターで改

革を進めて今やっております。これは両町から議員さんも行っておりますし、私ども設置者会

議ということで、ああせよ、こうせよということは言っております。両町議会が手を抜いてい

るわけでもありませんし、両町議会からも議員さんが出ていただきながら、これでいいのか悪

いのか。そこでまず審議をしていただいて、額が決まります。その額を両町が、補てんをして

るっつとこでありますが、本来であれば、本来的っていってはおかしいかもしれませんけども、

そういった部分におけば、債務保証制度というのも一般的にあります。ただ、相手が企業団で

ありますから、債務保証というのができないと。医療センターから市中銀行から借り入れたそ

の債務を、両町が保障するのが債務保証でありますけども。そういうのは相手が企業団であり

ますんで、会計法上それはできないというところから短期貸付、あるいは長期貸付という制度

をとっているわけでありますが。これはぜひ議員の皆さんにもご理解をいただきながら、病院

をしっかり運転できるようさしとくための潤滑油でありますんで、返ってこないお金ではあり

ません。病院ある限りは、これは約束でありますから、ちゃんと返ってきますんでぜひご理解

をいただければと思っております。以上です。 

〇議長（井上光三君） 

     ７番 成田守君。 

〇７番議員（成田守君） 

関連でですね、私が言いたいのはね、そういう資金不足利率のうちの何というのはわかるん

ですけれども、実際ね去年の１２月段階、もしくはことしの１月段階で、峡南医療センターか

らのいわゆる損益計算書。これが８月まで止まってるという。毎月毎月決算をやらなければな

らないような企業でありながら、それが滞っている。そこになぜ融資をしなければならないの

か。これは町でやってるからだという理由ではですね、どうしても私は理解できない。という

ことであれば、きちんと財務計画から何からですね、町に示して、それは何とかプランという

こと出てるじゃないかっていますけれども。そういうものを示した上でね、やはり今後こうい

うふうにしてくれという要望でなければ、僕は町の皆さんに何とも言い訳ができない。そのよ

うに思います。町長どう思いますか。 

〇議長（井上光三君） 

     町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

     中長期的な計画につきましては改革プランの中で示されております。これがまた大幅に変わ

るようですと、プランの見直しをしながらまた議会へご説明をして、そして新しいプランに基
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づいて、また運営をしいくようになると思いますが。私どもがいただいてるのは、明年度の予

算書を議会で議決をしていただいた。借入総額がまず決まって、それ以上に貸すつもりもあり

ませんし、企業団の議会の中で、明年度の借り入れ総額はいくら以内というのは決まりますん

で、そこまでは先ほどいった債務保証ではありますけども、債務保証の形になりますけども、

市川三郷と富士川町で、その限度額の範囲で短期貸し付け金を計上しているわけであります。

この町の議会からも議員さんが出ておりますし、全然向こうから言われるままにやってるとか

いうもんではなくですね、やってるわけであります。この件につきましてはまあいろんな公営

企業団体、広域行政とか、一部事務組合がいろいろあります。大きな金額を峡南医療センター

へも払っておりますけども。それも、じゃ何でこらけ払わなきゃならん、負担金が払わなきゃ

ならんと。そこにはうちの町から議員さんが行って、峡南広域行政組合、そこで議会で議論を

している。その負担金が町にきますんで、そのとおり納めているというところでありますんで。

ぜひそういった同じ身分といいますか、行政を進めている中の仲間内の中でやっている部分で

ありますんで、それぞれで審議をしていただいておりますから、これを１議会ですべてを審議

するつのは無理だと思いますんで、そこは分担をしながら、いろんな事務組合へも議会議員と

して出ていっておりますんで、そこでやっていただければと思っております。また、私も機会

あるごとに状況というものは説明をする予定でいます。中巨摩広域事務組合の中では、北杜か

ら南部まで含めた新しい組合をつくりながらですね、ごみ処理を１つにしていく。このごみ処

理の総額は２、３０億になるんですね。そこは何がいくらってのは出ておりませんけども、類

似施設を建設した場合に、そのくらいかかるんではないかという想定の中でやっておりますが、

これも組合が出て、いろいろ毎年毎年の、予算が成立っつうか、出された段階には、当然この

議会から出ております議員さんにまだ予算案の段階で示され、そこで全員で議論をしていただ

いて、やはり予算を決定していくもんだと思っておりますんで。ぜひ、峡南医療センター議会

がなくてですね、執行部だけでやってるのかっていうと、これはおしかりを受けると思います

けども、両長からも議員さんを出していただいてしっかりご審議をいただいている中で、その

限度額を決めていただき、その範囲内で両町が予算要求をしているところですんで、ご理解を

いただければと思います。 

〇議長（井上光三君） 

     ７番 成田守君。 

〇７番議員（成田守君） 

     それではですね、次に峡南医療センターのことについて。今後の支援はどのように本町とし

てね、やっていくか、その計画があれば、教えてもらいたいと思います。 

〇議長（井上光三君） 

     福祉保健課長 佐藤洋子さん。 

〇福祉保健課長（佐藤洋子さん） 

     峡南医療センターの今後の支援計画についてお答えいたします。峡南医療センター企業団は、

公立病院として、平成２６年４月に２病院、２老健施設が経営統合し開設しました。それ以来、

構成町であります市川三郷町と富士川町の両町が、財政的な面を中心に支援を行っておるとこ

ろであります。 

現在、両町が行っている財政支援の主な内容は、負担金と貸付金であります。            

まず、負担金につきましては、町が企業団に繰り出すことができる総務省繰出基準額分と、
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統合前の企業債償還金分のほか、政策医療に関わるものであります。貸付金につきましては、

企業団における当年度の運転資金として、短期貸付金を、資金不足比率を解消するための貸付

を長期貸付金として支援しております。今後の支援計画としましては、これまでと同様に企業

団の経営状況を精査、判断する中で、地域医療を守るため、財政支援を行ってまいりたいと考

えております。以上です。 

〇議長（井上光三君） 

     ７番 成田守君。 

〇７番議員（成田守君） 

     峡南医療センターの問題については、ここで質問を、次のほうに移したいと思います。とい

うのはですね、あの町の財政見通しについて次に聞きたいと思うんですと思ってるんですけれ

ども。いわゆるの峡南医療センターの中でですね、繰越欠損金のこの処理はどのように考えて

いるのか。 

〇議長（井上光三君） 

     今の再質問ですか。 

〇７番議員（成田守君） 

再質問です、はい。これは財政と、こう重なってくるというか町の財政とちょっと。 

〇議長（井上光三君） 

     財政に関することですか。峡南医療センターの財政に関する。 

〇７番議員（成田守君） 

     峡南医療センターの繰越金欠損金というのが本町の財政上にどのように影響するか、いうこ

とを聞きたいってことです。 

〇議長（井上光三君） 

     町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

     峡南医療センターの繰越欠損金つきましては、先ほど申し上げましたように１１億１，

２００万余、昨年の決算上では出ております。これに基づいて今年度の収支状況を見ながら、

３１年度の多分峡南医療センターの今度また、３１年度ですね、出てくると思いますけども。

３０年度につきましては、今回議決をいただいております短期貸付を、貸付金として支援をし

ていきたいなと思っております。先ほど課長が答弁したように、資金支援の中には交付税、あ

るいは地方交付税で算定される自治体がそういった企業団に出す繰出基準というのがあります

から、それはそれで算出した額を出しているのと。それと企業団が企業団になる前に、市川町

立病院がありましたんで、鰍沢病院は借金ありませんでしたが、市川町立病院にありました借

金を峡南医療センターが、しょっているという関係から、こういった大きな繰越し欠損金が出

ているわけでありますんで。その部分は市川三郷町と富士川町で話し合いの結果、病院に持た

すのはかわいそうだろうと。病院の責任ではないと。以前のあれですから。今回の医療センター

を設立するには、両町が半々ずつ出しましょうということから、そのかつて借り入れ立た借金

については町長で半分ずつ年度ごとに出していこうという話なりましたからその部分。 

〇議長（井上光三君） 

     答弁の途中ですけれども、間もなく東日本大震災の発生した時刻になりますので、ここで暫

時休憩をします。サイレンの吹鳴に合わせて１分間の黙祷をお願いしますので、ご起立くださ
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い。サイレンの吹鳴までしばらくお待ちください。３０秒ほどあります。 

（黙とう） 

おなおりください。ご着席ください。引き続き、暫時休憩します。 

休憩 午後 ２時４５分 

再開 午後 ２時５４分 

〇議長（井上光三君） 

     休憩を解いて再開します。町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

     峡南医療センターへの今後の貸付見通しにつきましては、先ほど福祉保健課長が申し上げま

すがとおりでありますが。この内の、くどいようですが負担金につきましては、交付税、普通

交付税、特別地方交付税の算定基準によりまして、地元自治体がその企業団たる病院に出すべ

きお金として算定をされますんで、それを出しているのと、旧市川三郷町立病院が借り受けま

した借金の部分を峡南医療センターは２町が半分ずつ負担しましょうということでありますか

ら、その借金を病院に負わせるんではなくて、２町で返済していこうということで、その年度

割の分。それと政策的経費というのは産科のセミオープンシステムとか、保育園児童の病後児

の保育を依頼をしている。そんな経費をですね政策的経費として、合わせて負担金として出し

ております。また長期貸付につきましては先ほど申し上げましたとおり、資金不足比率の解消

のためということ３０年度、本年度貸し付けましたが、明年度あるかどうか、またわかりませ

んが、多分無いものと思っております。短期貸付の部分につきましては３０年度の収支見込み、

まず２９年度決算では１１億１千余万累積赤字がありましたんで、これは単なる病院の収支の

累積赤字であります。病院の財産というのはまだまだ土地から建物から医療機器からあります

んで。数十億という試算は持ってるわけでありますけども。運営の中では短期の現金の部分を

示しておりますんで。そういったことをやってく。３１年度の予算は提出しておりますけども、

これは３０年度の収支見込みを立てながら、そして３１年度の今度また、３０年は決算見込み

ですね。決算見込みを立てる中で３１年度の峡南医療センターの収支見込みを立てながら、昨

年よりも少ない額で、年間運営できるということで昨年よりも低い額で今回、短期貸し付けで

計上させていただいたところであります。議員の質問の、これまでの累積欠損金１１億１千余

万円ですね。これにつきましては、これは我々がどうすることもできないお金でありまして、

病院がある収支をしっかりやっていくということであると思います。私ども、これが改善をし

なければまた短期貸付が増えてきたりいたしますんで、ぜひ病院のほうではですね、丁寧な診

療等をしていただきながら、富士川病院あるいは市川三郷病院はいい病院だというまた印象を

与えていただきながら、大勢の患者さんがあそこへ駆けつけてくれるような病院動になってい

ただけるよう頑張っていければと思っております。なお３０年度の決算見込みにつきましては、

いまだまだ細かい数字が出ておりませんけど、多分黒字化のことでいけると思います。黒字の

幅もですね１００万、２００万という額でなくではなくて、うん千万の黒字が多分見込まれる

んではないかなと、こんなふうに思っております。病院でもそんなことを考えていることから

３１年度の両町の短期貸付けの額が減ってるということであります。くどいようですが、累積

赤字につきましては、これは病院が病院の責任として返済をしていただくことになりますんで。

この部分が両町へ飛び火することはないと考えております。以上です。 

〇議長（井上光三君） 
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     ７番 成田守君。 

〇７番議員（成田守君） 

それでは次の質問に移らしていただきます。町長が推進している７大事業。これが実施され

た場合ですね、これによって財政にどのような影響が出るのか。そのことをお聞きしたいと思

います。 

〇議長（井上光三君） 

     財務課長 秋山忠君。 

〇財務課長（秋山忠君） 

     それではお答えいたします。7 大事業における事業費につきましては、毎年度作成しており

ます財政シミュレーションにおいて、想定計画額を計上しております。大規模事業を実施する

ために、スクラップ＆ビルドの精神に基づく事業実施を基本として、国・県の補助や有利な地

方債の借入を行うことで、予算の平準化及び世代間の公平性を図り、事業を推進するものであ

ります。また、職員の創意工夫により、事務事業を見直し、徹底したムダの排除により、財源

確保につなげ、効率・効果的な財政運営を行い、大規模事業を実施して参りますので、影響幅

を最小限に留めることができると考えております。 

〇議長（井上光三君） 

     ７番 成田守君。 

〇７番議員（成田守君） 

今の事業をですね、実施して行った場合に起こり得るような、想定されるような大きな問題

はあるんでしょうか。というのはですね、やっぱり長期にわたる、あの事業になると思います

ので、そうなってきますと当然、管理費だとかそういう余計なもんて言ったらおかしいんです

けど。新たに発生する費用もありでると思います。そうゆうことをこれからは１０年、２０年。

この町が生き残っていくために、どのように変化するのか。それがお教え願えれば幸いと思い

ます。よろしくお願いします。町長お願いします。 

〇議長（井上光三君） 

     町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

将来を見通しながら財政運営は行なっているわけでありますけども、社会情勢の変化等、今

は、グローバルの世界に社会になっておりますんで、アメリカと中国はどうなるのか、イギリ

スとEU がどうなるのか。いろんなところが影響してくるわけでありますけども。そうはいい

ましても、地方の自治体は国の作る地方財政計画に基づきながら予算編成をし、予算を運営を

やってるとこでありますが。これも毎年毎年動いております。そういったことから事務事業の

見直しを行い、徹底した無駄の排除ということをやってく訳でありますが。うちの場合はリニ

ア中央新幹線の影響等もありまして、大型事業は山積をしております。これの中で今、７つの

うちの１つが完成をして、５つ手をつけていると言いました。この５つの内のリニアの側道整

備ついてはリニアが完成したのちになりますから、今すぐではありません。ただ用地買収とい

うのはリニアといっしょにですね、購入していかなければなりませんので、今、測量をさせて

いただいてる。そして測量が決まればた用地買収に入ってくということでありますが。ああし

た地域であります。そして幅も２．５メートル程度の幅を買っていくもんでありますから。面

積とすれば大きくなると思いますけども、農地も非常に多いもんですから、そんなに大きな事
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業はないなと思っております。そしてリニアの側道は１３億円程度を見込んで発表しておりま

すけれども。リニア中央新幹線の工事と共にですね周りの工事を進めることによって工事費は

もっともっと縮減ができるんじゃないかなと思っております。そしてまた体育館もまだ建設場

所を決めてないのは、すべてが一気に手をつけるというわけにはいきませんので。これは財政

状況を見ながらやっていかなきゃならないと思います。これまでの町が発表しているのは平成

３６年までといっておりますが、これは平成３６年までに合併推進債が期限を迎えるというこ

とから３６年を最終年度にしておりますが。先般話をさせていただいたように、私もこれから

また国の方へも日参しまして、この合併推進債をあと５年、１０年延ばしていただくような要

望もこれから、同じ境遇にある自治体が全国には何か所かあると思いますんで、そういった自

治体と連携をしまして、総務省のほうにですね、その期限延長をお願いをしていきたいなと考

えております。これは合併特例債が、やはり１０年間の期限でありましたけども、諸般の事情

からさらに延ばしたという事例がありますんで、不可能なことではないと思っております。そ

ういったいろんな事をすることによって、町の財政があまりにも窮屈にならないように。余り

にもというのは、基準がみんなですべてあります。実質公債比率も１８を超えるとイエローカー

ドになる。そして、将来負担率も３５０％超えるとイエローカードになると。いうふうなやつ

がありますんで、そういうところもしっかり視野にいれながら、そこには到達しない範囲でで

すね、やっていくと。当然、楽なことはありませんけれども、将来の子どもたちのために、今

我々が汗を流して、つくっておいてやらなければ、子どもたち学校もつくれないし、保育所も

建てかえられない。そういう状況になってはいけないと思いますんで、適時できるものをやっ

ていく。これは一生抹消苦しい時代が続くかもしれません。我々も、この庁舎もですね先代が

つくってくれたやつを今、ただで使ってるんですね。もう借金は終わってますから。今、学校

へ通っている子どもたちも先代がつくってくれた学校へ通ってるんです。我々もこれからの子

どものために、できる限りのことをしておいてやりたいなと、そんな思いでおりますんで、町

の財政も決して楽な財政状況ではありませんけれども、しっかりですね財源を確保する中で将

来の子供たちのために、できる限りのことをしておいてやりたいな、こんな思いでいっぱいで

あります。以上です。 

〇議長（井上光三君） 

     ７番 成田守君。 

〇７番議員（成田守君） 

最後にですね、なぜ私がこのような質問したかといいますと、町の皆さんが考えていること

は、この町でね、これだけのいわゆる建物、箱モノ。そういったものは事業としてやって、大

丈夫なのか。この町がなくならないのか。そういう心配の声があちらこちらで聞かれるわけで

すよ。そういうことでその町の人たちにもを知らせるために、これからのね、やっぱり１０年

後、２０年後の富士川町の財政がこうなるんだと、これだから安心なんだというようなことを

ね、お示し願いたいと思います。 

〇議長（井上光三君） 

     町長 志村学君。 

〇町長（志村学君） 

人口が減少する中で、１０年後、２０年後にこういう町になってるっちゅうは今はちょっと

語れないと思いますけども、そういった１０年後、２０年後に皆さんがなんだこんな町だと言
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われない町にするために、我々は日夜頑張っていくつもりであります。青栁議員の時にもお話

ありました。いろんな財政状況を見ながらですね、体育館はまだ場所も決めてありません。た

だ３５億程度で、３６年までにはつくりたいという計画はしておりますけれども。財政状況を

見ながらそういうのもやっております。一気ですね、７大事業に手をつけますと、当然町の財

政は一気に破綻をします。そこを財政の平準化を図りながら、継続費というのも組ましていた

だいておりますけれども、単年度でするんではなくて、これを２年、３年に分割しながら発注

もしていくと。そういった財政工夫をこれからもしながらですね、町がいろんな事業は、今と

同じように継続できるようなことも含めて、町の財政運営を行なっていきたいと考えておりま

す。以上です。 

〇議長（井上光三君） 

     ７番 成田守君。 

〇７番議員（成田守君） 

どうもありがとうございました。これで私の。 

〇議長（井上光三君） 

成田議員、カッコ２、カッコ３がまだ質問してませんけど。 

〇７番議員（成田守君） 

今、町長の発言の中でそういうことが示されたんで、ここは省略していいと。 

〇議長（井上光三君） 

省略ですか。 

〇７番議員（成田守君） 

それでは終わります。 

〇議長（井上光三君） 

以上で、通告８番  ７番成田守君の一般質問を終わります。 


